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 2022 年 6 月 28 日 

日本ビジネスシステムズ株式会社 

代表取締役社長 牧田 幸弘 

問合せ先：ガバナンス室 03-6772-4000 

 
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 

 

Ⅰ．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

当社は、「優れたテクノロジーを、親しみやすく」を企業理念とし、株主やその他のステークホル

ダーと良好な関係を築き、社会のニーズに合った事業活動を行うことで長期的な成長を遂げていく

ことができると考えております。継続的な企業価値の向上にはコーポレート・ガバナンスが有効に

機能することが不可欠であると考えており、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実に努めてお

ります。 

当社の「Mission（企業理念）」、「Vision（目指す姿）」、「Value（行動指針）」は、以下のと

おりです。 

また、当社のウェブサイトにも掲載しております。 

https://corp.jbs.co.jp/policy/philosophy 

 

■Mission（企業理念） 

優れたテクノロジーを、親しみやすく 

■Vision（目指す姿） 

社会のデジタル変革をリードする No.1 クラウドインテグレーター 

■Value（行動指針） 

Customer First「お客さまの期待を超える」 

Diversity & Inclusion「一人ひとりの個性を大切に」 

Integrity「誠実かつ、ひたむきに」 

Passion for Technology「情熱を持ってテクノロジーを追求」 

Commitment to Growth「挑戦と成長」 

 

当社は、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。この体制に

より経営の最高意思決定機関である取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、業務執行又は取
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締役会から独立した監査役及び監査役会に、取締役の職務執行に対する監査機能を担わせること

で、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の利くコーポレート・

ガバナンス体制の確立を目指しております。 

また、当社では、取締役総数の3分の1以上を社外取締役、監査役総数の過半数を社外監査役とし、

外部視点による適切な助言・提言を積極的に経営に活かしております。加えて、社外取締役を主要

な構成員とする取締役会の諮問機関である指名委員会、報酬委員会を設置することにより、取締役

の選任、報酬に関する妥当性、透明性を確保しております。 

 

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 

【補充原則2-4①．社内の多様性の確保に関する方針】 

当社は、行動指針の一つにDiversity & Inclusion「一人ひとりの個性を大切に」を掲げ、顧客、

ビジネスパートナー、社員・家族等、関わるすべての人々の個性を尊重しております。 

多様性の確保については積極的かつ継続的に進めており、女性活躍支援における取組み成果とし

て、女性活躍推進法に基づく「えるぼし」の最高位（3つ星）の認定を受けております。また、障

がい者雇用や男性の育児休業取得を積極的に推進しているほか、仕事と介護を両立できる職場環境

の整備促進に取り組んでおり「トモニン」マークを活用しております。 

今後、当社の実情に即した管理職及び中核人材の登用等における具体的な数値目標値及び多様性の

確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針の策定・開示にも取り組んでまいります。 

 

【原則4-2. 取締役会の役割・責務(2)】 

【補充原則4-2①. インセンティブ報酬等】 

経営者の報酬構成は、人材獲得・維持のための競争力確保並びに企業の持続的成長及び中長期的な

企業価値向上へのインセンティブの付与の観点から、固定報酬である基本報酬並びに業績連動報酬

である短期業績連動報酬及び長期業績連動報酬を基本的な報酬構成要素としてこれらの適切な割合

での組合せの実現を目指します。 

今後、役位・役職、管掌業務等の各人の役割・責任を踏まえつつ、業績連動報酬を含む、より適切

な報酬構成の実現に向けての検討を行う予定です。 

 

【補充原則4-2②. 取締役会のサステナビリティを巡る取組みに係る基本方針等】 

当社取締役会は、環境方針や人権方針等のサステナビリティに係る個々の方針は作成しております

が、サステナビリティを巡る取組みに係る基本的方針は策定しておりません。今後、取締役会は、

当社の中長期的な企業価値向上の観点から、サステナビリティに係る基本的な方針の策定に取り組

んでまいります。人的資本・知的財産をはじめとする経営資源の配分や事業ポートフォリオに関す

る戦略の実行については、取締役会が中期経営計画の策定及びその見直しを通じて、実効的に監督

を行っております。 
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【補充原則4-11①. 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関す

る考え方】 

当社取締役会は、独立社外取締役を含む取締役7名で構成しており、取締役会全体として様々な知

識・経験・能力を有する取締役を選任し、取締役会全体の実効性や多様性を確保できる体制を採っ

ております。なお、スキル・マトリックスについては、今後作成し開示することを検討してまいり

ます。 

 

【補充原則4-11③. 取締役会全体の実効性の分析・評価】 

当社は、取締役会の構成や運営等に関するレビューを実施した上で、取締役会でその分析・評価を

行い、継続的な改善に向けた取組み課題を抽出し、その対応を検討・実行することにより、取締役

会の実効性の向上を図っていくことを検討しております。実施後、評価手法やその結果の概要を開

示いたします。 

 

【原則5-2. 経営戦略や経営計画の策定・公表】 

当社は、中期経営計画を策定し、設備投資・研究開発投資・人的資本への投資等についての計画を

作成しておりますが、収益力・資本効率等に関する具体的な目標の公表については、今後の中期経

営計画の適切な公表時期を含め、引き続き検討してまいります。 

 

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 

【原則1-4．政策保有株式】 

[政策保有の方針］ 

当社は、中長期的な視点に立ち、業務提携等に基づく協業を行うことを目的とし、上場株式を政策

的に保有する場合があります。上場株式を政策保有株式として保有する場合は、毎年取締役会にお

いて、保有目的の適切性、保有に伴う便益・リスク等を総合的に勘案の上、保有の適否を検証しま

す。 

発行会社の株式を保有する結果として当社の企業価値を高め、当社株主の利益に繋がるといった保

有する合理性がある場合は保有を継続し、そうでない場合は売却等による縮減を検討します。 

［議決権行使基準］ 

当社は、政策保有株式に係る議決権行使にあたっては、当社の保有目的に照らし、当該議案が当社

の保有方針に適合するかどうか、また、発行会社の効率的かつ健全な経営に役立ち、発行会社ひい

ては当社の企業価値の向上に資するかどうかを確認した上で行うこととします。 
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【原則1-7．関連当事者間の取引】 

当社は、関連当事者間の取引については、取締役会規則の定めにより、該当する場合は当該取締役を

特別利害関係人として除外した上で取締役会において決議しております。また、当社は関連当事者

取引管理規程を制定し、関連当事者リストの作成、取締役会での取引の事前承認及び取引結果の報

告を行っているほか、定期的な関連当事者リストと取引先の照合、関連当事者に対して関連当事者

間取引を把握するためのアンケート調査を実施する等、関連当事者間の取引について管理する体制

を構築しております。 

  

【原則2-6．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】 

当社は、社員一人ひとりのライフプランに応じた自由な資産形成を支援するため、確定拠出年金制

度を採用しております。専門機関である三菱ＵＦＪ信託銀行㈱に管理運営を委託し、社員には研修

を利用した加入者教育や、選択式ライフプラン制度の利用推奨等の働きかけを行っております。 

 

【原則3-1．情報開示の充実】 

(ⅰ）企業理念、経営戦略等 

当社は、「優れたテクノロジーを、親しみやすく」という企業理念のもと、顧客にとって必要な技

術を最適な形で届けることで、企業や社会の持続的成長に貢献しております。当社は独立系クラウ

ドインテグレーターとして、顧客のＩＴ課題のみならずビジネス課題を解決するため、日本マイク

ロソフト㈱をはじめとしたクラウド企業や各種ハードウエアメーカー・ソフトウエアメーカーや各

種研究機関・大学等と連携し、顧客のビジネス成果と研究活動を通じたサステナブルな社会の実現

に向け、最新の技術と方法論を取り込みながら、最先端のクラウドサービス提供に注力していきま

す。企業理念については、当社のウェブサイトにて開示しております。 

企業理念：https://corp.jbs.co.jp/policy/philosophy 

  

(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 

コーポレート・ガバナンスに係る基本的な考え方と方針は、本報告書｢Ⅰ.１.基本的な考え方｣をご

参照ください。 

(ⅲ)役員報酬等の決定に関する方針と手続 

取締役の報酬等は、本報告書「II．１．【取締役報酬関係】報酬額又はその算定方法の決定方針の

開示内容」に記載しておりますので、ご参照ください。 

(ⅳ)取締役、監査役及び経営陣幹部の指名・選解任方針と手続 

取締役会が取締役・監査役候補者の指名を行うにあたっての方針と手続は以下のとおりです。 
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［取締役・監査役の指名方針］ 

次の要件を充たす者を取締役・監査役候補者として選定しております。 

(1)会社法に定める法定の要件を備える者であること 

(2)反社会的勢力との関係を有すると認められる者でないこと 

(3)人格及び識見ともに優れ、経営の監督者（監査役にあっては監査者）としてその職責を全うす

ることができる者であること 

［社外取締役・社外監査役の指名方針］ 

取締役・監査役の指名方針に加え、経営、法律、会計、行政、コンサルティング、教育等の分野で

指導的役割を果たした実績があり、専門的知見を有している者を候補者として指名します。 

［取締役・監査役の選解任手続］ 

指名委員会での諮問を経て取締役会にて候補者を選定し、株主総会で選解任します。 
なお、監査役候補者については、事前に監査役会の同意を得ます。 

(ⅴ)取締役・監査役候補者の個々の選定についての説明 

当社では、全ての取締役候補者及び監査役候補者について、候補者に選定した個々の理由を招集通

知に記載しております。 

 

【補充原則3-1③. サステナビリティについての取組み等】 

サステナビリティについての取組みについては、当社ウェブサイトで開示しております。 

サステナビリティ：https://corp.jbs.co.jp/sustainability#Initiativesforesg 

当社は、企業の働き方改革に資するＩＴサービスの導入・運用支援を行っており、リモートワーク

環境の構築やクラウド化の推進等を通じた地球環境への負荷軽減を実現してまいりたいと考えてお

ります。 

また、当社では、ＩＴプロフェッショナル人材となる社員を支援するための仕組みを整えており、

国内有数のマイクロソフトクラウド関連資格取得者をはじめとしたさまざまなクラウド技術の資格

保有者が在籍しております。 

加えて、顧客にＩＴサービスを導入するだけでなく、当社自身に様々なサービスを導入し、その経

験を蓄積することによって、それを知的財産として顧客により良いサービスを提供しております。 

 

【補充原則4-1①. 取締役会の経営陣に対する委任の範囲】 

当社取締役会は、取締役会規則に従い、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定を行うとと

もに、組織規則、決裁権限一覧等により権限を明確に定め、代表取締役、取締役、執行役員、本部

長等の意思決定者に委任しております。 
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【原則4-9．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】 

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めてお

りませんが、㈱東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」等を踏まえ独立社外取締

役を選任しております。なお、独立性を判断する上での「主要な取引先」を直近事業年度における

当社と取引先との間の取引金額が当社と取引先いずれかの売上高の2％以上を占める取引先として

おります。独立社外取締役の候補者の選任にあたっては、当社の事業を十分理解し、社外の第三者

の視点に立った厳格な監督・助言が可能な経験や能力・資質を有し、取締役会における率直・活発

で建設的な検討に貢献しうる人材を候補者とするよう努めております。 

 

【補充原則4-10①. 指名・報酬等に関する任意の委員会の設置】 

当社は、後継者計画を含む経営陣幹部の指名・報酬等の事項について指名委員会及び報酬委員会に

おいて独立社外取締役から、適切な助言を受け、協議しております。当社の指名委員会及び報酬委

員会については、本報告書｢Ⅱ.1.【任意の委員会】｣もご参照ください。 

 

【補充原則4-11②. 取締役及び監査役の兼任状況】 

当社の取締役及び監査役は、他の上場会社の役員を兼任する場合、その数を合理的な範囲にとど

め、その責務を果たすうえで、支障がないように留意しております。なお、取締役及び監査役の兼

任状況は、招集通知・有価証券報告書において開示いたします。 

  

【補充原則4-14②. 取締役・監査役のトレーニング方針】 

当社の取締役及び監査役のトレーニング方針は以下のとおりとしております。 

（1）当社の取締役及び監査役は、その役割・責務を果たすために継続的な自己研鑽に努めます。 

（2）当社は、取締役及び監査役がその役割・責務を適切に果たすために必要な研修、トレーニン

グ及び情報提供を適宜実施します。 

（3）当社は、取締役及び監査役が新たに就任する際は、専門家や社内関係部門による講義・研修

を実施し、就任後も必要に応じて法令改正や経営課題等に関連する研修、勉強会、その他有用と考

えられるトレーニングを継続的に実施します。 

（4）当社は、社外取締役及び社外監査役が就任する際には、当社の社内の状況に関する理解を深

めるために必要な費用の負担等の支援を実施します。 
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【原則5-1．株主との建設的な対話に関する方針】 

（1）当社は、株主・投資家との建設的な対話がコーポレート・ガバナンスの更なる充実、ひいて

は中長期的な企業価値向上に資するとの認識に基づき、定期的に株主構成を把握し、対話の申込み

に積極的に対応するとともに、能動的に建設的な対話を行うための場を設定します。 

（2）株主及び投資家との対話を統括する役員として、ＩＲを統括する執行役員を指定します。 

（3）株主・投資家からの面談の申込みには、ＩＲ担当部署が中心となって対応します。 

（4）当社として、社外取締役を含む取締役、監査役、執行役員、ＩＲ担当部署等との面談が適切

と考える場合は、積極的に対話の場を設定します。また、対話の目的に応じて、関係部門と連携し

て対話の充実を図ります。 

（5）当社は、株主・投資家向け説明会及び株主・投資家訪問を企画、実行し、当社についての理

解と対話の促進を図ります。 

（6）当社は、株主・投資家との対話において、誠意をもって説明を行うとともに、株主・投資家

の意見に耳を傾け、双方向のコミュニケーションに努めます。 

（7）ＩＲ担当部署は、株主・投資家との対話内容は取締役又は執行役員に、定期的又は必要に応

じて報告します。 

（8）当社は、未公表の重要な内部情報（インサイダー情報）を外部へ漏洩することを防止するた

め、インサイダー取引防止管理規則に基づき情報管理を徹底しております。 

 

 

２．資本構成 

外国人株式保有比率 10％未満 

  

【大株主の状況】 

氏名又は名称 所有株式数(株) 割合(％) 

㈱ロマネ 8,600,000 43.81 

㈱三菱総合研究所 3,141,000 16.00 

牧田幸弘 1,850,000 9.42 

日本ビジネスシステムズ社員持株会 1,051,000 5.35 

三菱総研 DCS㈱ 982,000 5.00 

㈲セブンレイヤーズ 340,000 1.73 

牧田和也 320,000 1.63 

森屋正樹 150,000 0.76 

小澤正彦 115,000 0.59 

上加世田克 89,500 0.46 
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支配株主（親会社を除く）名 なし 

 

親会社名 なし 

親会社の上場取引所 ― 

 

補足説明 

当社は自己株式として普通株式4,553,700株を保有しておりますが、上記大株主の状況から除いて

おります。 

 

 

３．企業属性 

上場予定市場区分 スタンダード市場 

決算期 9 月 

業種 情報・通信業 

直前事業年度末における（連結）従業員数 1,000 人以上 

直前事業年度における(連結)売上高 100 億円以上 1,000 億円未満 

直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 

 

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

― 

 

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

― 

 

 

Ⅱ．経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

組織形態 監査役会設置会社 

 

【取締役関係】  

定款上の取締役の員数 上限の定めはない 

定款上の取締役の任期 1 年 

取締役会の議長 社長 

取締役の人数 7 名 

社外取締役の選任状況 選任している 
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社外取締役の人数 4 名 

社外取締役のうち独立役員に指定されている人

数 

3 名 

  

会社との関係(１) 

氏名 属性 会社との関係(※１) 

a b c d e f g h I j k 

島田 直樹 他の会社の出身者            

占部 利充 他の会社の出身者     △   △    

出口 眞也 公認会計士        ○    

森崎 孝 他の会社の出身者     △  ○ ○    

 ※１ 会社との関係についての選択項目 

 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 

 b.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

 c.上場会社の兄弟会社の業務執行者 

 d.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

 e.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

 f.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 

 g.上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

 h.上場会社の取引先（d、e 及び f のいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

 i.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

 j.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

 k.その他 

 

会社との関係(２) 

氏名 独立 

役員 

適合項目に関する補足説明 選任の理由 

島田 直樹 ○ 島田直樹は、戦略コンサルティン

グファームの㈱ピー・アンド・イ

ー・ディレクションズの代表を兼

務しており、過去に同社より、当

社の長期経営ビジョンの策定及び

中期計画の策定・実行に関するコ

ンサルティングを受けておりまし

たが、現在は同社との取引はあり

ません。なお、同氏は当社株式を

＜社外取締役として選任した理

由＞ 

同氏は、㈱ピー・アンド・イーデ

ィレクションズの代表を兼務して

おり、数多くの企業の成長支援と

企業改善を行った実績と知見を有

していることから社外取締役とし

て選任しております。 
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25,000 株所有するものの経営権

に影響を及ぼすものではありませ

ん。それ以外に、当社との人的関

係、資本的関係又は取引関係その

他の利害関係について該当はな

く、一般株主と利益相反が生じる

おそれはないと判断しておりま

す。 

＜独立役員に指定した理由＞ 

同氏は、㈱東京証券取引所の定め

る独立役員の確保にあたっての判

断基準等に照らし、当社との間に

特別な利害関係は存在しないこと

から、一般株主との利益相反が生

じるおそれがなく、十分な独立性

を有していると判断し、独立役員

として指定しています。 

占部 利充 ○ 占部利充は、過去に㈱アイティ

フロンティア（現 日本タタ・

コンサルタンシー・サービシー

ズ㈱）に三菱商事㈱より出向し

ており、日本タタ・コンサルタ

ンシー・サービシーズ㈱は当社

の売上の2.1％（2021年9月期実

績）を占める主要な取引先とな

っておりますが、本書提出日現

在、同氏は同社の業務執行を行

っておらず当社への影響を及ぼ

すものではありません。また、

過去に在籍していた三菱商事㈱

及び㈱シグマクシスとの間に取

引がありますが 、双方の売上

の2％を超える取引はありませ

ん。なお、同氏は当社株式を

7,500株所有するものの経営権

に影響を及ぼすものではありま

せん。それ以外に、当社との人

的関係、資本的関係又は取引関

係その他の利害関係について該

当はなく、一般株主と利益相反

が生じるおそれはないと判断し

ております。 

＜社外取締役として選任した理

由＞ 

同氏は、総合商社及びリース・

ノンバンクでの事業経営に関す

る十分な実績と知見、企業経営

者として豊富な経験を有してい

ることから社外取締役として選

任しております。 

 

＜独立役員に指定した理由＞ 

同氏は、㈱東京証券取引所の定

める独立役員の確保にあたって

の判断基準等に照らし、当社と

の間に特別な利害関係は存在し

ないことから、一般株主との利

益相反が生じるおそれがなく、

十分な独立性を有していると判

断し、独立役員として指定して

います。 

出口 眞也 ○ 出口眞也は、同氏が在籍している

ＰｗＣあらた有限責任監査法人と

＜社外取締役として選任した理

由＞ 
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当社の間に取引があるものの、双

方の売上の2％を超える取引はあ

りません。それ以外に、当社との

人的関係、資本的関係又は取引関

係その他の利害関係について該当

はなく、一般株主と利益相反が生

じるおそれはないと判断しており

ます。 

同氏は、公認会計士としての高

度な知見や、監査法人における

豊富な経験を有していることか

ら社外取締役として選任してお

ります。 

 

＜独立役員に指定した理由＞ 

同氏は、㈱東京証券取引所の定

める独立役員の確保にあたって

の判断基準等に照らし、当社と

の間に特別な利害関係は存在し

ないことから、一般株主との利

益相反が生じるおそれがなく、

十分な独立性を有していると判

断し、独立役員として指定して

います。 

森崎 孝  森崎孝は、当社の主要株主である

㈱三菱総合研究所の取締役会長、

及び当社の株主である三菱総研Ｄ

ＣＳ㈱の取締役会長を務めており

ます。当社は同株主又はそのグル

ープとの間で、ＩＴ関連商品販売

やＳＥ・ＩＴの業務提供等の取引

を行っておりますが、これらの取

引はそれぞれの会社との間での定

型的な取引であり、双方の売上の

2％を超える取引はありません。

また、同氏が過去に在籍していた

㈱三菱ＵＦＪ銀行は当社の販売先

であり、当社の売上の3.7％

（2021年9月期実績）を占める主

要な取引先となっております。そ

れ以外に、当社との人的関係、資

本的関係又は取引関係その他の利

害関係について該当はありませ

ん。 

＜社外取締役として選任した理

由＞ 

同氏は、㈱三菱総合研究所の取

締役会長及びその子会社である

三菱総研ＤＣＳ㈱の取締役会長

を務めており、企業経営者とし

ての豊富な経験を有しているこ

とから社外取締役として選任し

ております。 

 

＜独立役員に指定していない理

由＞ 

同氏は、㈱東京証券取引所の独

立役員の独立性に関する判断基

準では独立役員に該当するもの

の、同氏が会長を務めている㈱

三菱総合研究所はその他の関係

会社として当社に対して影響を

及ぼしうる立場にあることから
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独立役員として選任しておりま

せん。 

 

【任意の委員会】  

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有

無 

あり 

 

任意の委員会の設置状況、委員構成及び委員長（議長）の属性 

指名委員会に相当する任意の委員会 

委員会の名称 指名委員会 

全委員 

(名) 

常勤委員 

(名) 

社内取締役 

(名) 

社外取締役 

(名) 

社外有識者 

(名) 

その他 

(名) 

委員長 

（議長） 

5 0 1 4 0 0 社内取締役 

 

報酬委員会に相当する任意の委員会 

委員会の名称 報酬委員会 

全委員 

(名) 

常勤委員 

(名) 

社内取締役 

(名) 

社外取締役 

(名) 

社外有識者 

(名) 

その他 

(名) 

委員長 

(議長) 

5 0 1 4 0 0 社内取締役 

 

補足説明 

当社は、取締役会の諮問機関として以下を設置しております。 

■指名委員会 

＜開催頻度＞ 

1 事業年度に 1 回以上の頻度にて開催する。 

＜委員の構成＞ 

 牧田幸弘（議長 代表取締役社長）、島田直樹、占部利充、出口眞也、森崎孝 

※島田直樹、占部利充、出口眞也、森崎孝は社外取締役であります。 

＜主な審議事項＞ 

（1）取締役の選任及び解任に関する株主総会議案 

（2）取締役及び執行役員の選任及び解任に関する基本方針及び基準 

（3）取締役、執行役員その他経営幹部人材の獲得・維持・育成に関する基本方針 

（4）その他前号までに関連付随する事項 

 

■報酬委員会 

＜開催頻度＞ 
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1 事業年度に 1 回以上の頻度にて開催する。 

＜委員の構成＞ 

 牧田幸弘（議長 代表取締役社長）、島田直樹、占部利充、出口眞也、森崎孝 

※島田直樹、占部利充、出口眞也、森崎孝は社外取締役であります。 

＜主な審議事項＞ 

（1）取締役の報酬に関する株主総会議案 

（2）取締役及び執行役員の報酬に関する基本方針 

（3）取締役及び執行役員の報酬制度の基本的設計 

（4）取締役及び執行役員の報酬決定 

（5）その他前号までに関連付随する事項 

 

 

【監査役関係】  

監査役会設置の有無 設置している 

定款上の監査役の員数 上限の定めはない 

監査役の人数 3 名 

 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

監査役は、内部監査室との定期的な会合を持ち、互いの監査計画の説明を行うとともに、内部監査結

果や指摘・提言事項の報告を受けることにより、組織的かつ効率的な監査を実施するよう努めてお

ります。また、監査役は、会計監査人から年間監査計画の提出・会計監査実施結果の報告を受けるほ

か、会計監査人及び内部監査室との間での定期的な三様監査連絡会を持ち、情報交換や意見交換を

行うなど、相互連携を図っております。 

 

 

社外監査役の選任状況 選任している 

社外監査役の人数 3 名 

社外監査役のうち独立役員に指定されている

人数 

3 名 

  

会社との関係(１) 

氏名 属性 会社との関係(※１) 

a b c d e f g h i j k l m 

兒玉 眞二 他の会社の出身者       △   △    

山嵜 一夫 他の会社の出身者              

久保田 英夫 税理士          △    
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 ※１ 会社との関係についての選択項目 

 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 

 b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 

 c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

 d.上場会社の親会社の監査役 

 e.上場会社の兄弟会社の業務執行者 

 f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

 g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

 h.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 

 i.上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

 j.上場会社の取引先（f、g 及び h のいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

 k.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

 l.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

 m.その他 

 

会社との関係(２) 

氏名 独立 

役員 

適合項目に関する補足説明 
選任の理由 

兒玉 眞二 〇 兒玉眞二は、当社の主要株主であ

る㈱三菱総合研究所の子会社で、

当社の株主である三菱総研ＤＣＳ

㈱の出身でありますが、同氏は監

査役就任にあたり当社へ転籍して

おり、本書提出日現在、同氏は同

社の業務執行を行っておらず当社

への影響を及ぼすものではありま

せん。三菱総研ＤＣＳ㈱とは、Ｉ

Ｔ関連商品販売やＳＥ・ＩＴの業

務提供等の取引を行っております

が、これらの取引はそれぞれの会

社との間での定型的な取引であ

り、双方の売上の 2％を超える取

引はありません。その他の取引関

係として、同氏が過去に在籍して

いた㈱三菱ＵＦＪ銀行は当社の販

売先であり、当社の売上の 3.7％

＜社外監査役として選任した理由

＞ 

同氏は、三菱総研ＤＣＳ㈱出身で

同社常務執行役員としてシステム

企画担当を経験しており、長年に

わたる企業経営を通じて培われた

豊富な経験と高い見識を有してい

ることから社外監査役として選任

しております。 

 

＜独立役員に指定した理由＞ 

同氏は、㈱東京証券取引所の定め

る独立役員の確保にあたっての判

断基準等に照らし、当社との間に

特別な利害関係は存在しないこと

から、一般株主との利益相反が生

じるおそれがなく、十分な独立性

を有していると判断し、独立役員
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（2021 年 9 月期実績）を占める主

要な取引先ですが、本書提出日現

在、同氏は同社の業務執行を行っ

ておらず当社への影響を及ぼすも

のではありません。また、過去に

在籍していた三菱ＵＦＪニコス㈱

と当社の間に取引があるものの、

双方の売上の 2％を超える取引は

ありません。なお、同氏は当社株

式を 7,500 株所有するものの経営

権に影響を及ぼすものではありま

せん。それ以外に、当社との人的

関係、資本的関係又は取引関係そ

の他の利害関係について該当はな

く、一般株主と利益相反が生じる

おそれはないと判断しておりま

す。 

として指定しています。 

山嵜 一夫 〇 山嵜一夫は、当社との間に人的関

係、資本的関係又は取引関係その

他の利害関係はなく、一般株主と

利益相反が生じるおそれはないと

判断しております。 

＜社外監査役として選任した理由

＞ 

同氏は、㈱毎日新聞社出身で同社

常務取締役として経営戦略担当及

びコンプライアンス担当を経験し

ており、長年にわたる企業経営を

通じて培われた豊富な経験と高い

見識を有していることから社外監

査役として選任しております。 

 

＜独立役員に指定した理由＞ 

同氏は、㈱東京証券取引所の定め

る独立役員の確保にあたっての判

断基準等に照らし、当社との間に

特別な利害関係は存在しないこと

から、一般株主との利益相反が生

じるおそれがなく、十分な独立性

を有していると判断し、独立役員

として指定しています。 
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久保田 英夫 〇 久保田英夫は、同氏が過去に在籍

していたＰｗＣ税理士法人と当社

の間に取引があるものの、双方の

売上の 2％を超える取引はありま

せん。それ以外に、当社との人的

関係、資本的関係又は取引関係そ

の他の利害関係について該当はな

く、一般株主と利益相反が生じる

おそれはないと判断しておりま

す。 

＜社外監査役として選任した理由

＞ 

同氏は、税理士としてＰｗＣ税理

士法人理事まで経験され、多くの

上場企業へのアドバイザリー実績

があり財務・会計・税務に高い見

識を有していることから社外監査

役として選任しております。 

 

＜独立役員に指定した理由＞ 

同氏は、㈱東京証券取引所の定め

る独立役員の確保にあたっての判

断基準等に照らし、当社との間に

特別な利害関係は存在しないこと

から、一般株主との利益相反が生

じるおそれがなく、十分な独立性

を有していると判断し、独立役員

として指定しています。 

 

【独立役員関係】 

独立役員の人数 6 名 

その他独立役員に関する事項 

当社は、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえ、独立役員に指定して

おります。なお、独立性を判断する上での「主要な取引先」を直近事業年度における当社と取引先と

の間の取引金額が当社と取引先いずれかの売上高の 2％以上を占める取引先としております。 

 

【インセンティブ関係】 

取締役へのインセンティブ付与に関する施策

の実施状況 

実施していない 

該当項目に関する補足説明  

― 

 

ストックオプションの付与対象者  

該当項目に関する補足説明 

― 
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【取締役報酬関係】 

開示状況 個別報酬の開示はしていない 

該当項目に関する補足説明 

2021 年９月期において報酬等の総額が 1 億円以上である役員は、存在しておりません。 

 

 

報酬額又はその算定方法の決定方針の有無 あり 

報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

当社の役員報酬は、以下の基本方針に基づくものとし、取締役については報酬委員会への諮問を経

て取締役会にて、監査役については監査役の協議にて、それぞれ決定しております。 

 

■報酬水準についての考え方  

当社は、業界をリードすることのできる高水準のプロフェッショナル人材を獲得・維持・育成するた

めの手段の一つとして、報酬を位置づけます。 そのため、報酬水準は、原則として、人材獲得にお

いて競合すると想定される国内外の企業をピア・グループとして設定し、このピア・グループとの比

較において競争力のある水準の実現を目指します。  

 

■報酬構成についての考え方 

経営者の報酬構成は、人材獲得・維持のための競争力確保並びに企業の持続的成長及び中長期的な

企業価値向上へのインセンティブの付与の観点から、固定報酬である基本報酬並びに業績連動報酬

である短期業績連動報酬及び長期業績連動報酬を基本的な報酬構成要素としてこれらの適切な割合

での組合せの実現を目指します。今後、役位・役職、管掌業務等の各人の役割・責任を踏まえつつ、

業績連動報酬を含むより適切な報酬構成の実現に向けての検討を行う予定です。 

 

■算定方法の決定に係る事項 

取締役（社外取締役を除く）の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議で承認を得た範囲内で、基本報

酬、賞与、役員退職慰労金で構成しております。 

① 基本報酬は、世間水準及び経営内容、社員給与等とのバランス等を考慮の上、取締役会が報

酬委員会への諮問を経て決定した支給額を毎月支給しております。 

② 賞与は、役員としての個々の業務執行状況を評価して取締役会が報酬委員会の諮問を経て決

定した支給額を支給することがあります。 

③ 役員退職慰労金は、役員及び執行役員の報酬等に関する規則の定めに従い、株主総会の決議

のもと、取締役会が報酬委員会の諮問を経て決定した支給額を支給しております。 

社外取締役の報酬は金銭報酬とし、独立性維持の観点から固定の基本報酬のみの支給としておりま

す。基本報酬は、株主総会決議で承認を得た範囲内で、世間水準及び経営内容等を考慮の上、取締役

会が報酬委員会への諮問を経て決定し、毎月支給しております。  
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監査役（非常勤監査役を除く）の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議で承認を得た範囲内で、基本報

酬及び役員退職慰労金で構成されております。 

① 基本報酬は、監査役の協議により支給額を決定し、毎月支給しております。 

② 役員退職慰労金は、役員及び執行役員の報酬等に関する規則の定めに従い、株主総会の決議の

もと、監査役の協議で支給額を決定の上、支給しております。 

非常勤監査役の報酬は金銭報酬とし、固定の基本報酬のみの支給としております。基本報酬は、監査

役の協議により支給額を決定し、毎月支給しております。 

 

 

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 

社外取締役へのサポートは、総務部及び経営管理室で行い、社外監査役へのサポートは、監査役スタ

ッフで行っております。 

取締役会の資料は、原則として総務部及び経営管理室より事前に配布し、社外取締役及び社外監査

役が十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。また、社

外取締役及び社外監査役は、経営会議への参加を行うことができます。さらに社外監査役は、常勤監

査役、内部監査室及び会計監査人と定期的に意見交換を行っております。 

 

 

 

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の

概要) 

1.会社の機関の内容 

（1）取締役会 

当社は取締役会設置会社であり、取締役会は社外取締役 4 名を含む取締役 7 名で構成され、議長は

代表取締役社長が務めます。取締役会は原則として毎月 1 回の定例開催のほか、必要に応じ機動的

に臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定

及び業務執行の監督等を行っております。なお、取締役会には全ての監査役が出席し、取締役の業務

執行の状況を監視できる体制となっております。  

＜取締役会構成員＞ 牧田幸弘（議長 代表取締役社長）、和田行弘、後藤行正、島田直樹、占部利充、

出口眞也、森崎孝 

※島田直樹、占部利充、出口眞也、森崎孝は社外取締役であります。 

（2）経営会議 

職務執行の決定を適切かつ機動的に行うため、取締役、監査役及び執行役員が出席する経営会議を

設置し、議長は代表取締役社長が務めます。経営会議では、全般的経営方針・経営計画その他職務執

行に関する重要事項を審議しております。 

（3）監査役会 
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当社は監査役会設置会社であり、監査役会は社外監査役 3 名(常勤監査役 1 名、非常勤監査役 2 名)で

構成され、監査役会の決議によって監査役の中から議長を定めます。監査役会では、各監査役の監査

実施状況の報告や監査役間の協議等を実施しております。監査役会は原則として毎月 1 回開催する

ほか、必要に応じて臨時で開催しております。 

また、取締役会等の重要な会議への出席、実地監査を行うほか、効率的な監査を実施するため、適

宜、内部監査担当者及び会計監査人と積極的な連携、意見交換を行っております。 

＜監査役会構成員＞ 兒玉眞二（議長 常勤監査役）、山嵜一夫、久保田英夫 

※兒玉眞二、山嵜一夫、久保田英夫は社外監査役であります。 

（4）指名委員会及び報酬委員会 

指名委員会及び報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、社外取締役 4 名を含む取締役 5 名で構

成され、委員の互選により選出された委員長が議長の役目を務めます。指名委員会及び報酬委員会

は 1 事業年度に 1 回以上の頻度にて開催します。客観的かつ公正な観点で、指名委員会では取締役

及び執行役員等の役員人事に関する事項を審議し、また、報酬委員会では役員報酬に関する事項を

審議しております。なお、監査役は、委員会に対して、オブザーバーとしての出席及び審議の経緯の

説明を要請することができます。 

＜指名・報酬委員会構成員＞ 

牧田幸弘（議長 代表取締役社長）、島田直樹、占部利充、出口眞也、森崎孝 

※島田直樹、占部利充、出口眞也、森崎孝は社外委員であります。 

（5）リスク管理委員会及びコンプライアンス委員会 

当社ではリスク・情報セキュリティ管理室長を委員長としたリスク管理委員会、及び法務担当役員

を委員長としたコンプライアンス委員会を設置し、危機発生時の影響の極小化及びコンプライアン

スの徹底に努めております。 

 

２．内部監査及び監査役監査の状況 

当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の組織として内部監査室長 1 名の他 3 名を専任者とする内

部監査室が、内部監査計画に基づいて、当社の業務活動全般に対して、経営方針、社内規程及びコン

プライアンスの遵守状況等、当社の業務活動が適正に行われているかについて定期的に監査を実施

しております。また、内部監査の結果について監査役及び会計監査人と定期的に意見交換を行って

おります。 

当社の監査役監査は、監査役 3 名（常勤社外監査役 1 名、非常勤である社外監査役 2 名）が、役割

を分担し、監査計画の策定、取締役会等重要会議への出席や拠点往査等を通じて、内部統制システム

の整備及び運用状況の確認、中期経営計画及び諸施策の実行状況の確認等を行っております。また、

当社の会計監査人である EY 新日本有限責任監査法人から年間監査計画の提出・会計監査実施結果

の報告を受けるほか、会計監査人及び内部監査室との間での定期的な三様監査連絡会や、社外役員

連絡会を通じて定期的に情報交換や意見交換を行うなど、相互連携を図っております。 
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３．会計監査 

当社は EY 新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、決算内容について監査を受けてお

ります。なお、同監査法人と当社との間には、特別の利害関係はありません。 

  

４．責任限定契約 

当社は、取締役（業務執行取締役等である者を除く）及び監査役との間で、会社法第 427 条第 1 項

の規定により、同法第 423 条第 1 項の責任について、その職務を行うにつき善意であり重大な過失

がなかったときは、法令に定める額を限度として損害賠償責任を負担する旨の責任限定契約を締結

しております。 

 

 

 

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

当社では、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、取締役会における経営上の

意思決定の合理性・迅速性を確保しつつも、内部監査室及び監査役会による十分な牽制体制を構築

し、企業経営の健全性・透明性を確保することを目的として、上記の企業統治体制を採用しておりま

す。なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任し、その経験・知識等を活用し、独立・公正な立

場から取締役の職務執行への監視を受けることにより、経営への監視機能を強化しております。 

 

 

Ⅲ．株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み 

 補足説明 

株主総会招集通知

の早期発送 

株主の皆様に招集通知を早めにお届けできるよう早期発送に努めてまいりま

す。 

集中日を回避した

株主総会の設定 

集中日を回避して原則 12 月第 3 週に開催しております。 

電磁的方法による

議決権の行使 

電磁的方法による議決権行使の導入を検討しております。 

議決権電子行使プ

ラットフォームへ

の参加その他機関

投資家の議決権行

使環境向上に向け

た取組み 

議決権電子行使プラットフォームへの参加を検討しております。 

招集通知 (要約 )の 招集通知(要約)の英文提供を検討しております。 
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英文での提供 

 

２．IR に関する活動状況 

 
補足説明 

代表者自身による

説明の有無 

ディスクロージャ

ーポリシーの作成・

公表 

当社ではディスクロージャーポリシーを制定しており、上場

日に当社ウェブサイトで公表する予定です。 

 

個人投資家向けに

定期的説明会を開

催 

現時点では未定ではありますが、説明会の開催のほか、タイ

ムリーな情報発信のために、当社ウェブサイト等を通じて当

社経営情報の積極的な発信をする予定です。 

あり 

アナリスト・機関投

資家向けに定期的

説明会を実施 

上場後、決算・個別事業等の説明会や個別面談等を通じて対

話を実施する予定です。 

あり 

海外投資家向けに

定期的説明会を開

催 

上場後、必要に応じて海外投資家向けに説明会を開催予定で

す。 

あり 

IR 資料のホームペ

ージ掲載 

当社ウェブサイトにＩＲサイトを設置し、決算短信、決算説

明会資料、有価証券報告書、四半期報告書、適時開示資料等

を掲載する予定です。 

 

IR に関する部署(担

当者)の設置 

コーポレート戦略本部がＩＲを担当しております。 
 

 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

 補足説明 

社内規程等により

ステークホルダー

の立場の尊重につ

いて規定 

当社は「優れたテクノロジーを、親しみやすく」という企業理念のもと、株主

やその他のステークホルダーと良好な関係を築き、社会のニーズに合った事業

活動を行うことで長期的な成長を遂げていけるよう努めております。また、企

業理念を実践し、ステークホルダーとの強固な信頼関係を築くために、グルー

プ全役職員が実践すべきものとして、「コンプライアンス行動指針」、「人権

基本方針」、「環境方針・品質方針」等の行動指針・基準を定めております。 

環境保全活動、CSR

活動等の実施 

当社は工場等の生産設備を持たないため、事業活動による環境負荷は小さいと

考えております。本業であるＩＴサービスの導入及び運用支援においては、地

球環境への負荷軽減に繋がるクラウドサービスの提供を主としており、事業活

動を通じて顧客や社会全体の環境価値向上に取り組んでおります。 
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ステークホルダー

に対する情報提供

に係る方針等の策

定 

当社では、株主・投資家の皆様をはじめとするあらゆるステークホルダーに対

し、透明性、公平性、継続性を基本に迅速な情報開示を行うことを基本方針と

しております。 

 

 

Ⅳ．内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

当社は、グループ全体として内部統制システムの整備に努めており、会社法及び会社法施行規則を

踏まえ、2021 年 4 月 24 日の取締役会にて、「内部統制システムの基本方針に関する規則」を決議し

ております。 

 

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

当社は、コンプライアンスを確立し、透明で公正な意思決定を担保するため、次の体制を構築する。 

（1）コンプライアンス 

①取締役、執行役員及び従業員の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するため、「コ

ンプライアンス行動指針」を制定する。 

②リスク・コンプライアンスを所管する役員を設置し、取締役、執行役員及び従業員に対する適切な

教育研修体制を構築する。 

③コンプライアンス委員会を設置するとともに、コンプライアンスに係る内部通報・相談制度を設

ける。 

④取締役、執行役員及び従業員の法令・定款違反等の行為については懲戒に関する規則類を制定し、

適正に処分を行う。 

⑤反社会的な勢力には毅然とした態度で臨み、いかなる便益も供与せず、一切の関係を遮断し、その

ために必要となる取引の防止及び対応を行う。 

⑥コンプライアンス部門は、取締役、執行役員及び従業員に対してコンプライアンスに関する教育・

研修を継続的に実施する。 

 

（2）コーポレート・ガバナンス 

①取締役会は、法令、定款、株主総会決議、「取締役会規則」及び「コンプライアンス行動指針」に

従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。 

②取締役は、取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議、「役員規則」及び「組

織規則」その他の社内規則類に従い、当社の業務を執行する。 

③取締役会による意思決定と監督機能の強化を図るために執行役員制度を採用する。執行役員は、

重要な使用人として「執行役員規則」に従い取締役会の決議をもって任命するものとし、取締役会の

決定に従い、定められた範囲内で職務の執行にあたる。 
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④監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査室及び会計監査人と連携して、「監査

役会規則」及び「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施する。 

 

（3）財務報告の適正性を確保するための体制 

当社は、財務報告の適正性を確保するため、財務報告作成担当部署を定め、財務報告作成担当部署

は、「経理規程」、「原価計算規程」その他の規則類を整備し、会計基準その他関連する諸法令を遵守

し、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図る。 

 

（4）内部監査体制 

①当社は、当社グループのコンプライアンス体制の有効性を監査するため社長直轄の内部監査室を

設置する。 

②内部監査室は、「内部監査規則」を定め、その定めに従い内部監査を行う。また、内部監査室は、

必要に応じ、監査役及び会計監査人との間で協力関係を構築し、効率的な内部監査を実施するよう

に努める。 

③各主管部及び受査部署は、内部監査室から是正又は改善指摘がなされた場合及び必要があると認

めた場合には、速やかにその対策を講ずる。 

④内部監査室は、監査結果を定期に代表取締役、取締役会及び監査役会に報告するものとする。ま

た、 代表取締役、監査役及び内部監査室は、定期的に意見交換を行う。 

 

２．取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

当社は、取締役の職務執行に係る情報について、これを適切に保存・管理するため、次の体制を構築

する。 

（1）情報の保存・管理 

取締役会及び経営会議等の職務の執行に係る重要な文書の取り扱いは、「取締役会規則」、「経営会議

規則」及び「文書管理規程」に従い、適切に保存、管理及び廃棄の運用を実施する。 

 

（2）情報の閲覧 

各主管部は、取締役又は監査役が求めた場合、ただちに当該請求のあった文書及びデータをその閲

覧に供する。 

 

３．損失の危険の管理に関する規則類の整備その他の体制 

当社は、損失の危険（以下、｢リスク｣という。）を管理し、事業遂行から生じる危険を極小化するた

め、規則類の整備を含め、次の体制を構築する。 

①当社は、日常の業務遂行から生じる多様なリスクを可能な限り未然に防止することを第一義とし、

「リスク管理規則｣を制定し、リスクを「経営リスク」、｢財務経理・業務リスク」、「営業リスク」、「サ

ービス提供リスク」、「セキュリティリスク」、「社内システムリスク」、「人材リスク」、「広報リスク」、
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「災害事故リスク」、「法令違反リスク」等に分類するとともに、リスクの特定、計測、コントロール

及びモニタリングからなるリスク管理プロセスによって適切にリスクを管理し、回避、軽減その他

の必要な措置を行う。 

②リスク管理部門は、「リスク管理規則」に基づき、リスク管理委員会を運営するとともに、リスク

に対する評価・分析及び対策・対応についての進捗状況を取りまとめる。 

③リスク管理委員会は、リスク重要度及びリスクオーナーの決定を行い、リスクオーナーにより策

定及び実行される対応策の確認及び促進を行うことで、リスクの低減及び未然防止を図る。 

④危機管理担当役員は、危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備する。 

⑤リスク管理部門は、取締役、執行役員及び従業員に対してリスク管理に関する教育・研修を継続的

に実施する。 

⑥リスク管理担当役員は、定期的にリスク管理状況を取締役会及び経営会議に報告するとともに、

経営会議は、毎年、リスク管理体制について見直しを行う。 

 

４．取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制 

当社は、取締役の職務執行が効率的に行われるようにするため、以下の体制を整備する。 

（1）取締役会、経営会議及び各種社内委員会 

①取締役会は、定時開催のほか、必要に応じて臨時に開催するものとし、適切な職務遂行に支障を来

たさないための体制を確保する。 

②経営会議を設置し、取締役会より一定の事項の決定等を委任する。経営会議は、受任事項の決定の

他、取締役会の意思決定に資するため取締役会付議事項を事前に検討する。また、経営会議の諮問機

関として各種の委員会を設置する。 

③当社は、計数的な予実管理をはじめ個別施策の達成状況について継続的に検証し、経営目標の達

成管理を適切に行う体制を整備する。 

 

（2）職務権限及び権限委譲 

取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、日常の職務遂行に際しては、「組織規則」

の別表 「決裁権限一覧」、「業務分掌一覧」等に基づき権限の委譲を行い、業務執行取締役及び執行

役員の指揮命令の下、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を分担する。 

 

５．当社及び子会社から成る企業集団における企業価値向上及び業務の適正を確保するための体制 

当社は、次の体制を構築する。 

（1）子会社管理体制 

グループ会社を統括するため、グループ会社ごとに主管部署を定め、当該主管部署が「関係会社管理

規則」その他の社内規程に従い、グループ会社の経営管理及び経営指導にあたる。 

 

（2）コンプライアンス 
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①当社グループ各社で「経営ビジョン」「コンプライアンス行動指針」の趣旨の共有を図り、徹底す

ることにより、グループとしての企業価値の向上を確保する。 

②「取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」、「取締

役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制」、「損失の危険の管理に関する規程その他の

体制」及び「取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制」の記載事項の全てに

ついて、当社グループとしての管理体制を構築、整備及び運用する。 

③グループ各社から定期的に経営状況及び財務状況の報告を受ける。 

 

（3）内部監査 

内部監査室の業務監査により、グループ各社に対して監査を実施する。 

 

６．監査役の職務を補助すべき使用人を置くこと及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事

項 

当社は、監査役の職務を補助すべき使用人に関し、次の体制を構築する。 

（1）監査役の職務を補助する使用人の設置 

①当社は、監査役の職務を補助する使用人として監査役スタッフを当社使用人の中から任命する。 

②監査役スタッフの任命にあたっては、監査役会の意見を尊重し、監査役会の事前の同意を得なけ

ればならない。 

 

（2）監査役の職務を補助する使用人に対する指揮命令権限及び人事権 

①監査役スタッフは、監査役会又は監査役の指揮命令に基づき業務を遂行するものとし、取締役等

からの指揮命令を受けない。 

②監査役スタッフの人事異動、人事評価、懲戒等については、その独立性を確保するため、監査役会

の意見を尊重し、監査役会の事前の同意を得たうえで決定する。 

 

７．監査役のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

当社は、監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、監査役の職務を補助すべき使用人

に関し、次の体制を構築する。 

①監査役は、監査役スタッフに対し、監査業務に必要な事項を指示することができる。監査役スタッ

フは、当該指示に基づき、会議出席、関係者の聴取、社内資料及び情報の確認その他必要な調査を行

う権限を有する。 

②監査役スタッフが他の部署の使用人を兼務する場合、監査役スタッフ業務の遂行を優先すること

ができる。また、兼務する他部署の上長及び取締役は、当該業務の遂行にあたって要請があった場合

は必要な支援を行う。 

 

８．取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた
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者が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

当社は、監査役に対する報告体制として、次の体制を構築する。 

（1）取締役及び執行役員その他使用人の報告体制 

①取締役及び執行役員その他使用人並びに子会社の取締役、執行役員及びその他使用人は、監査役

会又は監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うこととする。 

②当社は、取締役及び執行役員その他使用人並びに子会社の取締役、執行役員及びその他使用人か

ら報告を受けた者が、監査役に報告をするための体制を整備する。 

③監査役への報告事項は以下のとおりとする。 

（ア）取締役会及び経営会議で決議又は報告された事項 

（イ）会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項 

（ウ）内部監査の実施状況及びその結果 

（エ）重大な法令違反等 

（オ）内部通報・相談の状況及び通報・相談された事案の内容 

（カ）その他監査役が報告を求める事項 

 

（2）報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するため

の体制 

①監査役は、取締役、執行役員又は従業員から得た情報について、第三者に対する報告義務を負わな

い。 

②監査役は、報告をした執行役員又は従業員の異動、人事評価及び懲戒等に関して、取締役にその理

由の開示を求めることができる。 

 

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

当社は、監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、次の体制を構築する。 

（1）監査役及び監査役スタッフの重要会議への出席 

①当社は、監査役が取締役会及び経営会議に出席するほか、コンプライアンス委員会、リスク管理委

員会その他重要な社内の委員会にオブザーバーとして出席することにより、各監査役の要請に応じ

て必要な報告及び情報提供が可能な体制を構築する。 

②当社は、監査役スタッフが、監査役に同行して、又はその指示を受けて、取締役会、経営会議、リ

スク管理委員会その他重要な社内の会議に出席する機会を確保する。 

 

（2）監査役との連携等 

①代表取締役及び内部監査室は、監査役会及び監査役と定期的に意見交換を行う。 

②取締役、執行役員及び従業員は、監査役会又は監査役からの調査もしくはヒアリング依頼に対し、

協力するものとする。 

③その他、取締役、執行役員及び従業員は、「監査役監査基準」に定めのある事項を尊重する。 
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④内部監査室は、監査役との間で、各事業年度における内部監査計画を協議するとともに、定期的な

会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項等について協議及び意見交換をするなど、密接な情報

交換及び連携を図る。 

 

（3）外部専門家の起用 

監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の

外部専門家を独自に起用することができる。 

 

（4）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につい

て生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した

債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行について生じたものでないことを

証明できる場合を除き、これに応じる。 

 

 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

①基本的な考え方 

当社は、企業の社会的責任と公共的使命を自覚し、反社会的勢力との一切の関係を遮断するため、反

社会的勢力排除宣言及び基本方針を取締役会で決議し、その内容を当社ウェブサイトにて開示して

おります。 

反社会的勢力排除宣言及び基本方針：https://corp.jbs.co.jp/sustainability/antisocial 

 

②整備状況 

社内体制としては、基本方針に基づき反社会的勢力排除に関する規程を定めるとともに、総務部を

対応統括部署と定め、総務部担当役員を責任者として組織的に対応できるよう整備を進めておりま

す。また、総務部副部長を不当要求防止責任者と定め、警察を含めた外部専門機関と連携し、反社会

的勢力の接触に対する体制を整備しております。従業員に対しては、就業規則において反社会的勢

力の排除に関する規定を定め、反社会的勢力排除に関する規程に従い、その徹底を図っております。 

 

 

 

Ⅴ．その他 

１．買収防衛策導入の有無 

買収防衛策導入 なし 

該当項目に関する補足説明 

― 
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２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

適時開示体制の概要 

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は以下のとおりです。 

１．基本方針 

当社では、当社の定める「適時開示規則」に基づき、当社及び当企業集団の会社情報を、株主や投資

家等のステークホルダーに対して、適時・適切に開示することを重要な責務であると考えておりま

す。上場後は金融商品取引法、その他の法令及び証券取引所の定める規則等に基づく適時開示に加

え、適時開示制度において開示を求められない事項についても、ステークホルダーの理解促進に資

すると判断した情報については、可能な限り迅速かつ分かりやすい情報開示を進めていく方針です。 

 

２．教育 

役員・従業員（子会社の役員・従業員を含む）に対して重要な会議及び研修会等の機会をとらえて適

時開示の対象となる重要事実について周知徹底を図っております。 

 

３．当社に関する適時開示手続について 

（1）決定事実 

コーポレート戦略本部は取締役会、経営会議等の重要会議の付議事項をあらかじめ入手するととも

に当該会議終了後に遅滞なくその議事録を入手して、適時開示の対象となる重要事実の有無を検討

し、該当があればただちに情報取扱責任者（コーポレート戦略本部執行役員）に報告するとともに、

開示資料を作成し代表取締役社長からの指示により開示します。 

（2）発生事実 

該当事実が発生した場合、発生を認識した部署は、コーポレート戦略本部へ問い合わせを行い、コー

ポレート戦略本部は適時開示事項に該当するかどうかを検討し、該当する場合、情報取扱責任者に

報告を行います。コーポレート戦略本部は開示資料を作成し、代表取締役社長からの指示により開

示します。 

（3）決算情報 

財務経理部を中心として、コーポレート戦略本部と共同し、決算開示資料（決算短信、四半期決算短

信）を作成し、取締役会の了承を得て開示します。 

 

４．企業集団に係る適時開示手続 

当社は、子会社 5 社を有しておりますが、いずれも非連結子会社となります。子会社からは、月次

決算書を翌月末までに提出を受けております。また、子会社の重要事項の決定については、当社への

承認が必要となります。これらに基づきコーポレート戦略本部は適時開示の対象となる重要事実の

有無を把握・検討し、該当があれば情報取扱責任者に報告を行います。報告を受けてコーポレート戦

略本部は開示資料を作成し取締役会の付議事項でなければ代表取締役社長の承認を得て開示します

が、取締役会付議事項であれば、取締役会の承認を得て開示します。 
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【模式図(参考資料)】 

【コーポレート・ガバナンス体制図】 
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【適時開示体制】 

以上 
  


